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つなげよう・広げよう・あんしんの輪—地域のきずな
～高齢者等地域見守りネットワーク～

　かつて、日本の地域社会には、ご近所同士が助け合う「向こう三軒両隣」という、良い習慣が
ありましたが、現在では、そのつながりも薄くなっています。
　また、少子高齢化が進み、認知症高齢者や一人暮らし高齢者が増加するなか、「所在の分からな
い高齢者」、「孤独死」、「認知症による徘徊高齢者の行方不明」など、さまざまな問題が浮き彫り
になっています。近年、全国的に多発している自然災害においても、犠牲者の多くは、高齢者や
障害者です。このようなことから、町では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ
るよう、支援が必要な高齢者や障害者などを、地域で支える仕組みを、次の事業を通じてつくっ
ていきます。

　町では、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指し、「認知症サポーター養成
講座」を開催しています。「認知症サポーター」とは、何か特別なことをする人ではなく、認
知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る「認知症の応援者」です。10人
程度の少人数から、会社などで講座を開催することもできます。受講者には、サポーターの
証として、「オレンジリング」をお渡しします。皆さんのご協力をお願いします。

緊急連絡カードの配布

　具合が悪くなったとき「もしも
のとき」などに、駆けつけた救急
隊員が適切に対応するため、緊急
連絡先やかかりつけ医などを記入
し、冷蔵庫にぶら下げておく「緊
急連絡カード」を配布します。
▽対象者：65歳以上の一人暮らし
高齢者または高齢者世帯
▽配布方法：３月下旬から、担当
地区民生委員、福祉課で配布しま
す。

徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク

　認知症高齢者などが徘徊で行方不明になった場合、
早期に発見するため、地域の関係機関へ本人の情報
を提供し、発見の協力依頼を行います。また、情報
提供を迅速に行うため、事前に本人の情報を登録す
ることもできます。

災害時避難支援事業

　風水害などの災害時に、自力で
避難できない高齢者や障害者など
が、避難場所に安全に避難できる
支援体制を整えます。
　避難支援が必要かどうかの確認
を、３月下旬から民生委員の訪問
や郵送で行います。避難支援が必
要な人は、避難を手助けしてくれ
る支援者を決め、登録することも
できます。

福祉課 820 ‐５６０５

熊野町徘徊SOSネットワークの流れ
家　　族　　な　　ど

平　常

事前登録 通報支援要請

連絡
熊野町（福祉課） 海田警察署（生活安全課）

熊野交番

行方不明発生

役場から協力依頼 ちらし配布・
必要に応じて捜索

【ネットワーク協力機関】
○自治会連合会
　住所地自治会長
○民生委員児童委員協議会
　会長および地区担当民生委員
○広島市安芸消防署　
○町内タクシー業者
　・有限会社日の丸タクシー
　・安芸交通株式会社
　・朝日交通株式会社
○広島電鉄株式会社
　熊野営業所

金融機関・商店など
※ 対象者に応じて、捜
索場所およびちらし
配布機関を決定

役場職員
警察署員
消防団など

家族、警察署員、役場担当者にて
○聞き取り調査
○捜索方針の検討

町内放送
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子育て支援センター
　　　エンゼル通信 ●「パパとおひさま」（第２土曜日９：30～11：30）

父親と乳幼児、家族
●「うたとおはなしの広場」（第１・３金曜日14：30～15：00）
●「ベビーマッサージ」３回連続講座　参加親子募集
時４月５日㈫、19日㈫、26日㈫13：30～15：00
３回連続参加可能な４～６ヵ月の乳児とその保
護者（平成23年４月現在）10組
▽講師：宇治木敏子さん（日本タッチコミュニケーション協会）
無料
３月18日㈮までに子育て支援センターへ
●チャイルドシート、ジュニアシート、幼児二人
同乗用自転車、自転車幼児用座席の貸し出し
　町内に居住している人に臨時的、短期的な貸し出しを
行っています。１ヵ月前から予約ができます。手続きには
印鑑が必要です。詳しくは下記までお問い合わせください。
※いずれの事業も変更する場合があります。
　子育て支援センターの予定表または電話でご確認ください。
子育て支援センター・ファミリーサポートセンター
（西部地域健康センター内）　 820-5502　 820-5503
開設日時（※年末年始、祝日除）：月～金曜日９：30 ～ 17：00
〈子育て相談（要予約）月～金曜日　13：00 ～ 17：00〉

親子はもちろんのこと、孫育て中のおじいちゃ
ん、おばあちゃんもぜひご利用ください。
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●子育て支援センターの主な予定（いずれも 11：30 に終了）

※ 毎月の予定表は、子育て支援センター、各公民館、図
書館などに置いています。お気軽に問い合わせください。

●パステルルーム
　地域での活動拠点としてご利用いただけます。育
児相談や家庭で楽しめる遊びの紹介などをしています。

●おひさまルーム（上記以外の日程の９：30～11：30）

●午後はオープンスペース「ほっとるーむ」
　（月～金曜日13：00～15：30）

実施日 開始時間 行事（講師・敬称略）
11日（金） ９：30 にこにこベビー（１歳～１歳５ヵ月）
15日（火） 10：30 子育て懇談会（金澤綾子）
18日（金） ９：30 とことこエンゼル（１歳６ヵ月～２歳５ヵ月）
22日（火） 10：30 子育てなるほど講座（テーマ「心の育ち」）
25日（金） ９：30 わくわくキッズ（２歳６ヵ月以上）
４月１日（金）９：30 ふわふわベビー（11ヵ月までの乳児、妊婦）
４月６日（水）10：30 子育てなるほど講座（テーマ「なぜ食育？」）
４月８日（金）９：30 にこにこベビー（１歳～１歳５ヵ月）

実施日 開始時間 場　　所
17日（木）

９：30
中 央 ふ れ あ い 館

23日（水） 東部地域健康センター

時 所 内 対 定 ￥ 申 問 HPとき ところ 内容 対象 定員 料金 申込み 問合せ先 ホームページ
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